
 

令和５年３月定例会 

提出議案（概要） 
 

 

 

○ 議案第２９号 

北九州市個人情報の保護に関する法律施行条例について 

 

○ 議案第３０号 

市長の給与の特例に関する条例について 

 

○ 議案第３１号 

北九州市退職手当基金条例について 

 

○ 議案第６８号 

副市長の給与の特例に関する条例について 
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議案第２９号 

「北九州市個人情報の保護に関する法律施行条例について」 

 

１ 条例制定の理由 

  デジタル社会が進展する中、官民で利用されている個人情報について、「個

人情報の保護」と「データの利活用」の両立を図りつつ、新たな産業の創出や、

活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現を目指すため、令和３年５月に個人

情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）が改正された。 

  改正個人情報保護法は、令和５年４月から地方公共団体に直接適用され、個

人情報の定義、取扱い、開示請求等の個人情報保護制度について、国、地方自

治体、民間事業者等に全国共通のルールが規定され、解釈も国の個人情報保護

委員会に一元化されることになる。 

これに伴い、現行の北九州市個人情報保護条例を廃止し、新たに改正個人情

報保護法を施行するために必要な細則や同法により委任された事項を定める

ため、この条例を制定するもの。 

 

２ 条例の主な内容 

（１）帳簿の作成及び公表（第３条） 

   改正個人情報保護法により義務付けられている個人情報ファイル簿の作

成及び公表（本人の数が１，０００人以上の個人情報ファイルが対象）と同

様に、対象者の数が１，０００人未満の個人情報ファイルについても帳簿を

作成及び公表することを規定する。 

（２）開示、訂正及び利用停止（第４条～第１２条） 

   改正個人情報保護法において条例で定めることとされる手数料の額を無

料とし、現行の個人情報保護条例と同様に写しの交付に要する費用を納付

しなければならないと規定する。 

   また、開示請求については、原則として請求があった日の翌日から起算し

て１４日以内、訂正及び利用停止請求については２９日以内を決定期限と

する。 

（３）北九州市個人情報保護審査会の設置（第１３条） 

   個人情報の開示請求等に係る審査請求について、諮問に応じ、調査審議等

を行うため、行政不服審査法に基づき市に北九州市個人情報保護審査会を

設置すると規定する。 

（４）行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料（第２５条） 

   改正個人情報保護法において条例で定めることとされる行政機関等匿名

加工情報の利用に係る手数料の額について、政令で定める額と同額とする

と規定する。 

   ア 新規に行政機関等匿名加工情報の利用の提案を行い、提供を受ける場合 

      ２１，０００円＋匿名加工に要する時間当たり３，９５０円 

             ＋匿名加工を委託する場合の委託料 

   イ 既に提供を受けた事業者が、利用目的を変更して再度提供を受ける場合  

      １２，６００円 

  ※行政機関等匿名加工情報制度について･･･別紙のとおり 
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（５）罰則（第２８条） 

   北九州市個人情報保護審査会の委員が、職務上知ることができた秘密を

漏らした場合は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処すると規定

する。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日（改正個人情報保護法施行と同時） 

 

４ 参考 

（１）北九州市個人情報保護審査会からの答申 

 ア 審査会における審議経過 

（ア）第 1 回会議（令和４年１０月３１日） 諮問及び論点整理 

（イ）第２回会議（令和４年１１月１０日） 論点整理及び中間取りまとめ案 

（ウ）第３回会議（令和４年１２月２２日） 市民意見募集の結果報告及び答申案 

 （エ）第４回会議（令和５年 1 月６日）   答申 

 イ 検討内容 

 （ア）開示請求に係る手数料 

 （イ）行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料 

 （ウ）「条例要配慮個人情報」の規定追加 

 （エ）個人情報ファイル簿の作成及び公表 

 （オ）開示請求における不開示情報の範囲 

 （カ）開示決定等の期限（開示・訂正・利用停止請求の決定期限） 

 （キ）審査会への諮問（審査請求） 

 （ク）審査会への諮問（審査請求以外） 

 ウ 答申内容 

    改正個人情報保護法の趣旨を踏まえた上で、現行の個人情報の取扱い

や開示請求等の手続等について、法施行後も可能な限り現状を維持する

ことなどを提言するもの。 

（２）市民意見募集の結果 

 ア 意見募集期間  令和４年１１月１８日（金）～同年１２月１６日（金） 

 イ 提出意見数   ４件（２人） 

 ウ 主な意見 

改正された個人情報保護法施行後も、従来の個人情報保護条例と同等

以上に個人情報が保護されるなら異論はない。 

行政機関等匿名加工情報の提供にあたっては、悪用されることのない

よう確認するとともに、十分に加工がなされているかどうか市が責任を

もって確認していただきたい。 

 エ 意見に対する考え方 

個人情報保護制度の運用の際に参考とする。
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別 紙  
 

■行政機関等匿名加工情報制度について 

 

   行政機関や地方公共団体等が公表した個人情報ファイル簿に対し、民間企業から提案が

あった場合、適合性を審査した上で契約し、匿名加工情報を提供するもので、都道府県及

び政令指定都市に令和５年度からの導入が義務付けられた制度。 

 

① 「行政機関等匿名加工情報」とは 

   行政機関が保有する個人情報を、特定の個人を識別できないように加工し、かつ、復元

できないようにした情報（≠個人情報：第三者への提供について本人の同意は不要） 

 

 

② 行政機関等匿名加工情報の作成方法に関する基準（個人情報保護法施行規則第 62条） 

  ア 特定の個人を識別することができる記述（氏名、生年月日等）の全部又は一部を削除 

   例）ＩＤ、12345、小倉 太郎、男、119 歳 ➡ＩＤ 12345、小倉 太郎、男、119歳 

  イ 個人識別符号（基礎年金番号、介護保険証に記載された番号等）の全部を削除 

   例）ＩＤ、12345、小倉 太郎、男 119 歳 ➡ＩＤ 12345、小倉 太郎、男、119歳 

  ウ 個人情報と他の情報とを連結する符号（管理用ID等）の削除 

   例）ＩＤ、12345、小倉 太郎、男 119 歳 ➡ＩＤ 12345、小倉 太郎、男、119歳 

  エ 特異な記述等（家族構成等）を削除 

   例）ＩＤ、12345、小倉 太郎、男 119 歳 ➡ＩＤ 12345、小倉 太郎、男、119歳 

 

 

③ 提案募集の具体的な流れ

 

 

④ 提供に際しての主な審査基準（個人情報保護法第 114 条、法施行規則第 62条） 

  ア 提案事業者が提案する加工の方法が、特定の個人を識別できず、また保有個人情報を

復元できないように②の基準に適合すること 

  イ 提案事業者の提案する事業の目的及び内容が、新たな産業の創出や、活力ある経済社

会、豊かな国民生活の実現に資するものであること 

   例）健康や福祉関連等の情報を活用した新たなビジネスの創出 

     医療機関が保有する医療情報を活用した病気の予防や新薬の開発 

  ウ 作成された行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに安全管理の措置（提

案事業者が講ずる行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止、適切な管理のための措置）

が、本人の権利利益を保護するために適切なものであること 

4



議案第３０号 

「市長の給与の特例に関する条例について」 

 

１ 議案提出理由 

  市長の給与を減ずる特例を設けるため、必要な事項を定めるもの。 

 

２ 条例内容 

  この条例の施行の日に在職する市長に対して、令和５年４月１日から令和

９年２月１９日までの間における給料、地域手当及び期末手当について、それ

ぞれ本来の額から１割減じた額を支給する。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ 経過措置 

市長就任日（令和５年２月２０日）からこの条例が適用されるまでの間に満

額支給された給与について、その１割相当分を調整するため、令和５年４月分

の給料及び地域手当の額については、その減じる割合を２．３５割とする。 
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議案第３１号 

「北九州市退職手当基金条例について」 

 

１ 議案提出理由 

  令和５年４月１日から職員の定年が段階的に引き上げられることに伴い、

令和５年度から令和１４年度までの期間は、２年に一度、定年退職者が生じな

いことから、当該期間に定年に達する者に係る退職手当の支給額が年度間で

大幅に増減することが見込まれる。 

そのため、当該期間における退職手当の財源を安定的に確保することを目

的とし、一定の財源を毎年度積み立てる北九州市退職手当基金を設置するた

め、この条例案を提出するもの。 

 

２ 条例内容 

（１）設置（第１条） 

基金の目的及びその設置について規定する。 

（２）基金の積立て（第２条） 

基金に積み立てる額について、本市が予算で定める額を積み立てること

を規定する。 

（３）管理（第３条） 

基金に属する現金についての保管方法について規定する。 

（４）運用益金の処理（第４条） 

基金の運用から生じる収益を基金に編入することを規定する。 

（５）繰替運用（第５条） 

基金に属する現金の繰替運用について規定する。 

（６）処分（第６条） 

基金の処分について、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するた

めの経費の財源に充てる場合に限り可能とする旨を定める。 

（７）委任（第７条） 

この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関することについて、別

に市長が定めることを規定する。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

（定年の段階的な引き上げが令和５年度から開始されるため） 

 

４ 失効期日 

  令和１５年３月３１日 

（定年の段階的な引上げの影響により、定年退職者の発生が２年に一度と

なる期間が令和１４年度で終了するため） 
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議案第６８号 

「副市長の給与の特例に関する条例について」 

 

１ 議案提出理由 

  副市長の給与を減ずる特例を設けるため、必要な事項を定めるもの。 

 

２ 条例内容 

  令和５年４月１日から令和９年２月１９日までの間における副市長の給料、

地域手当及び期末手当について、それぞれ本来の額から５％減じた額を支給

する。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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